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【主要事業の概要】
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法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）山梨県林業公社
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分収林特別措置法に基づき、土地所有者
と分収造林・分収育林（２者）契約を締結
し、造林・保育を行う森林整備業務

57,906

年度

森林公園等の受託管理
事業

山梨県の森林公園等で指定管理者制度
による３公園及び指名による１公園を協定
締結や受託契約により行う維持・管理運
営業務
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出資比率
1 山梨県 1,000 千円

5 千円

0.0

shinrin-sb@pref.yamanashi.lg.jp

資本金（基本財産） 1,000 千円 設 立 年 月 日 昭和４０年９月１日

山梨県において、森林資源の造成，整備を図るとともに、森林・林業に関する普及啓発及び林業の担い手の
確保育成を行い県土の緑化、保全並びに農山村経済の振興及び住民の福祉の向上に寄与することを目的
として、全額を山梨県の出資金により設立された出資法人。
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森林環境部森林整備課苗村　仁

http://www.yamanashi-rinkou.or.jp

出資者名

甲府市武田１－２－５ 電 話 番 号 055-242-6666

E-mail ア ド レ ス
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1理事（常勤）

造林事業及び分収育林
事業

林業労働センター事業 山梨県における林業事業体の育成・強化
及び林業労働力の確保の促進を図るた
めに必要な各種事業を実施する業務
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理事（非常勤）

主な事業名

【 法 人 の 概 要 】
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【経営の状況】 （単位：千円）
２０年度 ２１年度 ２２年度 増減（２２－２１）

2 3 5 2
0 1,699 1,676 △ 23

159,825 157,050 158,776 1,726
12,753 13,344 58,450 45,106
159,991 178,625 166,007 △ 12,618
273,516 256,070 272,350 16,280
606,087 606,791 657,264 50,473

事業費 352,399 362,858 387,717 24,859
うち人件費 58,116 64,511 62,168 △ 2,343

管理費 253,789 251,639 284,447 32,808
うち人件費 81,054 77,985 61,125 △ 16,860

経常支出　計　 606,188 614,497 672,164
△ 101 △ 7,706 △ 14,900 △ 7,194
10,319 0 3,529 3,529
137,867 0 1,835 1,835

△ 127,548 0 1,694 1,694
△ 127,649 △ 7,706 △ 13,206 △ 5,500

0 0 0
△ 206,416 △ 214,122 △ 227,328 △ 13,206

（単位：千円）
２０年度 ２１年度 ２２年度 増減（２２－２１）

473,165 485,528 524,548 39,020
26,100,014 26,270,645 26,408,409 137,764
26,573,179 26,756,173 26,932,957 176,784

15,196 25,345 31,376 6,031
0 0 0 0

26,764,399 26,944,950 27,128,909 183,959
22,424,439 22,599,948 22,779,750 179,802
26,779,595 26,970,295 27,160,285 189,990
△ 206,416 △ 214,122 △ 227,328 △ 13,206

うち基本財産への充当額 1,000 1,000 1,000
うち特定資産への充当額 0 0 0

（単位：千円）
２０年度 ２１年度 ２２年度 増減（２２－２１）

0 0 0 0
人件費（派遣法）補助金 20,805 20,231 0 △ 20,231
人件費（派遣法以外）補助金 0 0 0 0
人件費以外の補助金 0 0 0 0

20,805 20,231 0 △ 20,231
131,152 150,757 159,277 8,520
151,957 170,988 159,277 △ 11,711

人件費（派遣法）委託金 0 0 0 0
人件費（派遣法以外）委託金 50,508 56,721 54,425 △ 2,296
人件費以外の委託金 98,472 90,731 93,682 2,951

委託金　計 148,980 147,452 148,107 655
300,937 318,440 307,384 △ 11,056

49.7 52.5 46.8 △ 6
13,737,889 14,229,198 14,706,980 477,782
8,686,550 8,370,750 8,072,770 △ 297,980

【県の財政的関与の内容・目的・金額】

補助金
（事業費）

委託金
指定管理者事業（武田の杜、金川の森、県民の森管理）委託
県有林材積計算委託、県施設（森の教室）管理委託

債務負担行為 ㈱日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）、甲府信用金庫からの借入金に対する債務負担

分収造林・育林事業（造林事業、借入金利子助成、分収林整備高度化）補助
労働センター事業補助

県債務負担実際残高

項目 内容・目的・金額

負担金

補助金
（運営費）

派遣職員（林業公社理事長、事務局長）の人件費補助であるが、平成２２年度は該当なし

正味財産

県
の
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の
状
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項　　　　　目
負担金

運営費補助金
事業費補助金

補助金　計

県支出金　計
県の財政的関与の割合（％）
県貸付金残高

財
務
状
況

項　　　　　目
流動資産
固定資産

資産　計
流動負債

うち短期借入金
固定負債

うち長期借入金
負債　計

経常外収入
経常外支出

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
当期指定正味財産増減額
正味財産期末残高

正
味
財
産
の
状
況

項　　　　　目
基本財産運用益
受取会費・受取寄付金
受託事業収益
自主事業収益
受取補助金等
その他の収益

経常収入　計

当期経常増減額



【自己評価・評点集計】：（経営評価算出表により、法人自らが評価した結果を記入）

評価の視点 評価項目数 満点 評点 得点率

目的適合性 5 20 18 90.0%

計画性 5 20 19 95.0%

組織運営の
適正性 4 16 12 75.0%

財務状況 11 44 16 36.4%

効率性 10 40 24 60.0%

合計 35 140 89 63.6%

【出資法人の自己評価】：（各評価の視点毎に、法人自らによる分析・検証の結果及び対応策を記入）

目的適合性

計画性

組織運営の
適正性

財務状況

効率性

総合的評価

対応策

平成１７年に策定した経営計画に基づき、①持分譲渡や保育事業の精査による事業費や業務量の縮減、②職員数の縮
減や給料の減額及び管理システムの導入による人件費等や管理費の削減・事務量の縮減、③公庫借入金を低利への
借り換えや繰上償還等により後年度利息負担を軽減して債務の圧縮、などを実施し、経営の効率化やコスト削減を図っ
ているところである。また、造林事業においては交付金等を活用し簡易作業路を開設して間伐材の利用や将来の主伐に
備え、搬出コストの縮減・販売方法の工夫など収入の増に向けた取組を始めた。
今後も同様な取組を行いながら、更なる改善に向けた工夫や努力を行っていく。

将来の事業内容を考えると、職員数が尐なく年代構成に偏りがあるため今後の事業を行う上では適正ではない。将来に
向かって、適正な人員構成が必要と思われる。

主な事業である分収林事業は、その制度の内容から補助金と公庫借入金及び県借入金で運営しており、累積債務が膨
大な額となっている。借入金が長期にわたるため利息が大きくなったことから、これまで後年度利息負担を削減するため
借換、繰上償還等を鋭意努力し実施してきた。今後は収穫に向け創意工夫して収益の増加に努める必要がある。
分収林事業はまだ主伐時期ではなく、木材価格の低迷により間伐事業等による若干の収入なので、非皆伐施業や作業
路開設事業等の補助事業を活用して搬出コストの削減・販売方法の検討を行う必要がある。公園管理事業は施設の利
用料収入が主な収入源で、利用者増を図る必要がある。
目的にあった計画的な運営は行ってはいるが、累積債務が多く管理費に占める借入金支払利息の割合が大きく、売払収
入が尐ないので、後年度利息の圧縮と収入増を図る必要がある。公園管理事業においては、指定管理者制度に伴い利
用料収入などが自主事業収入として扱うことができるようになり前年度に比べ増えてはいるが、更なる経費の縮減と収入
増を図る必要がある。

評価ポイント

出資法人が当初の設立目的あるいは公益目
的と適合した業務を行っているかを問う視点

出資法人が長期的ビジョンを持って計画的に
事業運営に取り組んでいるかを問う視点

組織・人事・財務等の内部管理体制が適切に
整備、運用され、かつ情報公開による透明性
の確保が適切であるかを問う視点

経営改善計画、事業運営合理化計画、経営計画等の長期計画を策定し、着実に実施しており計画的に事業運営を行っ
ている。さらに、森林の公益的機能の発揮及び経営改善を図るため国の支援策や経営に有効な施策、補助金等の積極
的な活用を検討する中で経営計画の変更を行う予定である。

出資法人の経営の安全性や収益性を問う視
点

出資法人の組織の管理運営上における人的・
物的な経営資源が有効活用されているかを問
う視点

【警戒指標】

民有林資源の充実、公益的機能の維持増進に貢献、地域経済の発展等に大きな役割を果たした。受託事業は自然との
ふれあいの場を提供・普及啓発、林業の担い手の確保育成に取り組んでいる。各事業とも、目的に適合している。

自己資本比率
借入金返済能力
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【法人担当部局の所見】：（法人所管部局による各評価の視点毎の分析、評価）

目的適合性

計画性

組織運営の
適正性

財務状況

効率性

総合的評価

【総合評価】：（経営評価委員会、経営評価アドバイザーによる総合評価）

【総合所見等に対する今後の対応方針】

森林資源の造成、整備を図るとともに、森林・林業に関する普及啓発及び林業の担い手の確保
育成を行い県土の緑化、保全並びに農山村経済の振興及び住民の福祉の向上に寄与すること
を目的としており適合する。

経営計画・経営改善計画等を策定し、事業運営を行っている。当年度事業については、事業箇
所毎に適正な施業を分析し、随時計画に反映しており、計画性は適当と考える。また、本年度も
さらなる経営の改善・森林の公益性の発揮等を図るため経営計画について随時見直しを行って
いる。
経営計画等による人員の削減・新規採用の見送りで年齢構成に偏りがでているが、必要最小限
の人員で、業務を効率的に処理している。今後収穫業務が本格化した場合は、業務に支障がで
る可能性がある。外部に対しては、ホームページ等で情報を公開しており適正と考える。

林業公社は、自己資本を持たず、伐採収入を得るまでに長期間を要するため、県・日本金融公
庫から事業資金・管理費等を借入れることで運営している。このため、これまで借入れた債務残
高は270億円にのぼる。また、持分譲渡による森林除却損・森林資産の売却損等により当期損
益は4期連続の赤字となっている。

今後更なる改
善、見直しを
行うべき視点

経営計画等により、新規採用の見送り・職員給与5％減額など、総人件費の抑制に努めている。
管理費については、消耗品・コピー等の消費削減を職員に周知し、最小限の費用で実施するよう
努めている。

自己資本を持たず、収益が上がるまでに長期を要する林業公社の特殊性と、材価の低迷などに
より、長期収支試算は208億円の債務超過になっている。今後は、森林の公益的機能が発揮さ
れるようこれからの森林整備の方向性を見直し、併せて伐採時期の変更や分収割合の見直しな
ど債務の抑制に向けた取組みを実施するため、今年中に長期的視点に立った改革プランを策定
する。

    目的適合性    　計画性  　 　組織運営の適正性   　　財務状況   　　効率性　　　　　　

Ｃ
（５０％～６０％）

Ｄ
（～５０％）

・ 木材価格の下落・長期低迷により、分収造林事業（新規事業は平成１３年度で終了）が不採算
の状況が続いており、現状の木材価格で推移した場合、平成６７年度の事業終了時には、２００
億円を超える債務超過となる見込みである。
・ これまで人件費をはじめとした管理費の縮減、事業費の圧縮、新規造林の中止、借入金の借
り換えや繰上償還等の利息軽減など経営の健全化に向けた取り組みを行なってきたが、債務の
大幅な減尐に結びつくものではなく、平成23年12月に策定された改革プランにより平成28年度末
に解散する方向が示された。
・ 今後は、将来的な県民負担を軽減させるための分収割合の見直しなどについて、改革プラン
の実施に向け協力しながら進めていく必要がある。

　平成23年12月に策定した「林業公社改革プラン」により、公社は公益財団法人に移行の上、一定期間（5年程
度）、改革に必要な取り組みを実施し、平成29年3月を目途に公社を廃止することとした。
　改革期間中（平成24年度～平成28年度の5年間）の取り組みは、①「公社の廃止・分収林管理の県への移
管」、②「分収割合の見直し」、③「契約期間の延長」について、土地所有者約5千人から同意を得ながら契約変
更を行うため、市町村や森林組合等とともに設立した「林業公社改革推進協議会」の協力を得て、県と連携を図
りながら、5年間を目標として改革プランの着実な実行を図っていく。

総 合 的 所 見

※ ラ ン ク 下
の ％ は 得 点
率 の 範 囲

Ａ
（７５％～）

Ｂ
（６０％～７５％）


